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(54)【発明の名称】 超音波内視鏡

(57)【要約】
【課題】超音波プローブ用の信号ケーブルと処置具挿通
路との干渉を避けるための組み付けを容易に行うことが
できる超音波内視鏡を提供すること。
【解決手段】先端部本体３の後端に隣接する挿入部１の
先端部分１ａにおいて、先端部本体３に配置された超音
波プローブ１１に入出力される信号を伝達するために後
方から超音波プローブ１１に接続された信号ケーブル７
の外皮７２を剥がした状態にして信号ケーブル７を偏平
に成形し、その偏平状部分７ａに電気絶縁被覆７３を施
した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】挿入部の先端に連結された先端部本体に、
光学観察のための観察窓と、超音波信号を発受信走査す
るための超音波プローブと、上記超音波プローブによる
超音波走査範囲内に後方から処置具を突出させるための
処置具突出口とが配置され、上記超音波プローブには上
記挿入部内に挿通配置された信号ケーブルが後方から接
続され、上記処置具突出口には上記挿入部内に挿通配置
された処置具挿通路が後方から接続された超音波内視鏡
において、
上記先端部本体の後端に隣接する上記挿入部の先端部分
において、上記信号ケーブルが外皮を剥がされた状態で
偏平に成形され、その偏平状部分に電気絶縁被覆が施さ
れていることを特徴とする超音波内視鏡。
【請求項２】上記電気絶縁被覆が熱収縮チューブであ
り、加熱されることにより収縮して上記信号ケーブルの
偏平状部分に被覆されている請求項１記載の超音波内視
鏡。
【請求項３】上記電気絶縁被覆が可撓性のテープであ
り、上記信号ケーブルの偏平状部分に巻き付けられてい
る請求項１記載の超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、光学観察をしな
がら気管支等に挿入されて、体内の超音波断層像を得る
ことができる超音波内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波内視鏡には一般に、挿入部の先端
に連結された先端部本体に、光学観察のための観察窓
と、超音波信号を発受信走査するための超音波プローブ
と、超音波プローブによる超音波走査範囲内に後方から
処置具を突出させるための処置具突出口とが配置されて
いる。
【０００３】そして、超音波プローブには挿入部内に挿
通配置された信号ケーブルが後方から接続され、処置具
突出口には挿入部内に挿通配置された処置具挿通路が後
方から接続されており、信号ケーブルは、処置具挿通路
との干渉を避けるために挿入部先端内において偏平に形
成されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、多数の信号線
が一束にされて電気絶縁性の外皮が被覆された信号ケー
ブルは、所定の断面形状に固まっていて容易に変形しな
いので、偏平状に加工し直すのは非常に困難を伴い、処
置具挿通路との干渉を避けるための組み付け作業に長時
間を要していた。
【０００５】そこで本発明は、超音波プローブ用の信号
ケーブルと処置具挿通路との干渉を避けるための組み付
けを容易に行うことができる超音波内視鏡を提供するこ
とを目的とする。
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【０００６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の超音波内視鏡は、挿入部の先端に連結され
た先端部本体に、光学観察のための観察窓と、超音波信
号を発受信走査するための超音波プローブと、超音波プ
ローブによる超音波走査範囲内に後方から処置具を突出
させるための処置具突出口とが配置され、超音波プロー
ブには挿入部内に挿通配置された信号ケーブルが後方か
ら接続され、処置具突出口には挿入部内に挿通配置され
た処置具挿通路が後方から接続された超音波内視鏡にお
いて、先端部本体の後端に隣接する挿入部の先端部分に
おいて、信号ケーブルが外皮を剥がされた状態で偏平に
成形され、その偏平状部分に電気絶縁被覆が施されてい
るものである。
【０００７】なお、電気絶縁被覆が熱収縮チューブであ
り、加熱されることにより収縮して信号ケーブルの偏平
状部分に被覆されていてもよく、或いは、電気絶縁被覆
が可撓性のテープであり、信号ケーブルの偏平状部分に
巻き付けられていてもよい。
【０００８】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図２は、超音波内視鏡の全体構成を示してお
り、可撓管状の挿入部１の先端部分の数ｃｍ程度の範囲
は、操作部４からの遠隔操作によって屈曲する湾曲部１
ａになっている。５は、湾曲操作レバーである。
【０００９】湾曲部１ａの先端部分に連結された先端部
本体３の先端寄りの部分には、超音波信号により先端部
本体３の側方をセクタスキャンするためのコンベックス
タイプの超音波プローブ１１が配置されている。
【００１０】挿入部１内には、超音波プローブ１１に入
出力される信号を伝送するための信号ケーブル７や処置
具挿通チャンネル６等が全長にわたって挿通配置されて
いる。信号ケーブル７は、ほぼ全長にわたって円形の断
面形状に形成されているが、先端近傍部分７ａだけは偏
平な断面形状になっている。
【００１１】図３は、超音波プローブ１１部分を正面か
ら見た状態を示しており、超音波プローブ１１の後側に
隣接して先端部本体３に形成された斜面に、処置具挿通
チャンネル６の出口である処置具突出口１４が開口して
おり、超音波プローブ１１による超音波走査範囲内に後
方から処置具を突出させることができる。また、光学観
察のための観察窓１２と照明窓１３が処置具突出口１４
と並んで配置されている。
【００１２】図１は、湾曲部１ａの先寄りの部分と先端
部本体３部分の側面断面図であり、処置具挿通チャンネ
ル６の先端は、先端部本体３に固着されたステンレス鋼
パイプ製の接続パイプ６ａに接続されて処置具突出口１
４に連通している。
【００１３】接続パイプ６ａは、処置具を引っ掛かりな
く通過させることができるように、滑らかな円弧状に曲



(3) 特開２００２－３０６４９０

10

20

30

40

3
げられていて、処置具突出口１４に通じる部分では先端
部本体３の前方に対して４０°程度傾いている。
【００１４】図４は信号ケーブル７を示しており、Ｖ－
Ｖ断面を図示する図５に示されるような断面形状が偏平
な先端近傍部分（以下「偏平状部分７ａ」という）を除
いて、円形断面に束ねられた多数の信号線７０にシール
ド７１が被覆され、さらにその外面に例えばフッ素樹脂
又はポリウレタン樹脂等からなる外皮７２が被覆されて
いる。
【００１５】偏平状部分７ａにおいては、信号ケーブル
７は、外皮７２とシールド７１とが剥がされた状態で信
号線７０の束が偏平に成形され、熱収縮チューブからな
る電気絶縁被覆７３が加熱されることにより収縮して偏
平状部分７ａに被覆されている。熱収縮チューブの材料
としては、例えば柔軟性の高いシリコン樹脂又はポリオ
レフィン樹脂等が用いられている。
【００１６】このように、信号ケーブル７から外皮７２
とシールド７１を剥がして内部の信号線７０だけにする
ことにより、偏平な断面形状に容易に成形することがで
き、それから電気絶縁被覆７３で被覆することにより、
偏平な断面形状を維持することができる。
【００１７】図１に戻って、先端部本体３において信号
線７０の先端が超音波プローブ１１に後方から接続さ
れ、そこから湾曲部１ａ内に延出する信号ケーブル７
は、湾曲部１ａの中間部分までの範囲が偏平状部分７ａ
になっている。
【００１８】そして、VI－VI断面、VII－VII断面、VIII
－VIII断面、IX－IX断面、Ｘ－Ｘ断面を示す図６、図
７、図８、図９、図１０に順に図示されるように、信号
ケーブル７の偏平状部分７ａは、接続パイプ６ａ及び処
置具挿通チャンネル６と干渉しないように、湾曲部１ａ
の前半部内において変位している。
【００１９】ただし、図２におけるXI－XI断面を示す図
１１に図示されるように、湾曲部１ａの後端部付近及び
それより後方の挿入部１内においては、断面形状が円形
の信号ケーブル７と処置具挿通チャンネル６とが全く干
渉合わない位置に配置されている。
【００２０】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、電気絶縁被覆７３は、例えばシリコン樹脂
又はポリオレフィン樹脂等のような可撓性のある電気絶
縁材からなるテープを偏平状部分７ａに巻き付けたもの
等であっても差し支えない。
【００２１】
【発明の効果】本発明によれば、先端部本体の後端に隣*
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*接する挿入部の先端部分において、超音波プローブに入
出力される信号を伝達する信号ケーブルの外皮を剥がし
た状態で偏平に成形し、その偏平状部分に電気絶縁被覆
を施したことにより、信号ケーブルを局部的に容易に偏
平形状に成形して、処置具挿通路との干渉を避けるため
の組み付けを短時間で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の超音波内視鏡の先端部分の側
面断面図である。
【図２】本発明の実施例の超音波内視鏡の全体構成を示
す外観図である。
【図３】本発明の実施例の超音波内視鏡の挿入部の先端
部分の超音波プローブ部分の正面図である。
【図４】本発明の実施例の信号ケーブルの先端寄りの部
分の側面断面図である。
【図５】本発明の実施例の図４におけるＶ－Ｖ断面図で
ある。
【図６】本発明の実施例の図１におけるVI－VI断面図で
ある。
【図７】本発明の実施例の図１におけるVII－VII断面図
である。
【図８】本発明の実施例の図１におけるVIII－VIII断面
図である。
【図９】本発明の実施例の図１におけるIX－IX断面図で
ある。
【図１０】本発明の実施例の図１におけるＸ－Ｘ断面図
である。
【図１１】本発明の実施例の図２におけるXI－XI断面図
である。
【符号の説明】
１  挿入部
１ａ  湾曲部
３  先端部本体
６  処置具挿通チャンネル
６ａ  接続パイプ
７  信号ケーブル
７ａ  偏平状部分
１１  超音波プローブ
１２  観察窓
１４  処置具突出口
７０  信号線
７２  外皮
７３  電気絶縁被覆

【図５】
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